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さいたま市告示第７２２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字柏崎字下組５２番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 ３ 月 １ ８ 日  
  第開‐Ｎ２０２１１６９号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日 
  第完‐Ｎ２０２１１６９号 
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さいたま市告示第７２３号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市見沼区大字片柳字荒神９１６番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 
３ 許可番号 
 令和３年１０月２１日 
 第開‐Ｎ２０２１１０２号  
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日 
 第完‐Ｎ２０２１１０２号  
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さいたま市告示第７２４号 

さいたま市の発注する「思い出の里会館・管理事務所大規模改修（建築）工事」ほか３件の一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

⑴ 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設 

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

⑵ 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、⑴で定める事項を満たす者をそ

の構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ⑴オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理技

術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

⑴ 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

⑵ ⑴において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決

定する。 

⑶ 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当たる

場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以下

「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

⑷ 落札候補者が特定共同企業体である場合には、⑶に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書

類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の割

印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

⑴ 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２⑶及び⑷において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補者

が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札書

比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって

入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限

比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ

た者）を新たに落札候補者とする。 

⑵ ⑴において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上あ

るときは、電子くじによりこれを決定する。 

⑶ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請 

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約 

からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に 

基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、

その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外 

の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較 

価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち 

最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

⑴ 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

⑵ 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めている 

場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者がした 

入札を失格とする。 

⑶ 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなかっ

た低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日

）の午後３時までに２⑶及び⑷に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提出し

なければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

⑷ 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌

日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積内

訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札者

の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その日

が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

⑸ 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、⑶において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい

て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした

入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
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入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

⑴ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事ご

とに別に定める。 

⑵ 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、設

計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共同

企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

⑶ 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図書

公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

⑷ 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によっては

書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

⑸ やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

⑵ 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いにつ

いては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

⑴ 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

⑵ 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわたる

契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円未

満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

⑶ 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行う

こととする。 

⑷ 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることがで

きる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制と

し、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

⑸ 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金額

の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１０

分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

⑴ 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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⑵ 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

⑶ 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

⑷ 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制

限を行う。 

⑸ 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出

書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出す

ること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

⑹ 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わな

い。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札を行 

った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

⑻ 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置する

こと。 

⑼ 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市建 

設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要綱、

最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調 

査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３ 

年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－２１７１－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 思い出の里会館・管理事務所大規模改修（建築）工事 
工事場所 さいたま市見沼区大字大谷６００番地 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月３日まで 
概要 屋上防水・屋根改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 内部仕上改修工事 便

所改修工事（全面改修） 外構改修工事 外 
予定価格（税込） ２４２，１１０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月２４日（火）午前９時から 

令和４年５月２６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２７日（金）午前９時から 

令和４年５月３０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月３１日（火）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って
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いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月２３日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月２６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「思い出の里会館・管理事務所大規模改修（電気設備）工事」又は「思い出の

里会館・管理事務所大規模改修（機械設備）工事」の落札候補者が決まらないと

きは、開札後であっても本件入札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－２１７１－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 思い出の里会館・管理事務所大規模改修（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市見沼区大字大谷６００番地 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月３日まで 
概要 受変電設備工事一式 幹線設備工事一式 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 

雷保護設備工事一式 構内交換設備工事一式 音響設備工事一式 拡声設備工事

一式 構内情報通信網設備工事一式 誘導支援設備工事一式 テレビ共同受信設

備工事一式 火災報知設備工事一式 既存設備撤去工事一式 
予定価格（税込） ８５，７４５，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月２４日（火）午前９時から 

令和４年５月２６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２７日（金）午前９時から 

令和４年５月３０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月３１日（火）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 
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設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月２３日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月２６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「思い出の里会館・管理事務所大規模改修（建築）工事」の落札候補者が決ま

らないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。 
・「思い出の里会館・管理事務所大規模改修（機械設備）工事」の落札候補者が

決まらないときは、開札後であっても本件入札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－２１７１－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 思い出の里会館・管理事務所大規模改修（機械設備）工事 
工事場所 さいたま市見沼区大字大谷６００番地 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月３日まで 
概要 空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 衛生器具設備工事一式 給水設備工

事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 浄化槽設備工事一式 既存設備

撤去工事一式 
予定価格（税込） ２００，６４０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月２４日（火）午前９時から 

令和４年５月２６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２７日（金）午前９時から 

令和４年５月３０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月３１日（火）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月２３日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月２６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「思い出の里会館・管理事務所大規模改修（建築）工事」又は「思い出の里会

館・管理事務所大規模改修（電気設備）工事」の落札候補者が決まらないとき

は、本件入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。 
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・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４７６２－４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 和土分団車庫建設工事 
工事場所 さいたま市岩槻区大字黒谷字下新井出作１１３５番７外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月１８日まで 
概要 新築工事 延べ面積 98.28 ㎡ Ｓ造 平屋建て 防火水槽設置工事 容量 100 ㎥ 

外構工事（道路改修を含む） 

予定価格（税込） １０４，２１４，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月２４日（火）午前９時から 

令和４年５月２６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２７日（金）午前９時から 

令和４年５月３０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月３１日（火）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月２３日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月２６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第７２５号 

さいたま市の発注する「大宮体育館中規模修繕工事実施設計業務」ほか２件の一般競争入札につい

て、次のとおり公告する。 

令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

⑴ 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

⑵ 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、⑴で定める事項を満たす者をそ

の構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

⑴ 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

⑵ ⑴において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決

定する。 

⑶ 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当たる

場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以下

「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

⑷ 落札候補者が特定共同企業体である場合には、⑶に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書

類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の割

印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

⑴ 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２⑶及び⑷において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補者

が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札書
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比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって

入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限

比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ

た者）を新たに落札候補者とする。 

⑵ ⑴において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上あ

るときは、電子くじによりこれを決定する。 

⑶ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請 

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約 

からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に 

基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、

その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外 

の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

⑴ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務ご

とに別に定める。 

⑵ 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、設

計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共同

企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

⑶ 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図書

公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

⑷ 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によっては

書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

⑸ やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

⑵ 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いにつ

いては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

⑴ 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

⑵ 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１万

円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

⑴ 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

⑵ 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

⑶ 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

⑷ 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制

限を行う。 

⑸ 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出

書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出す

ること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

⑹ 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わな

い。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札を行 

った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置する

こと。 

⑻ 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市建

設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱要

綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－１７４６－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 大宮体育館中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市見沼区大和田町１丁目３０５番地 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月７日まで 
概要 延べ面積 8268.64 ㎡ ＲＣ造（一部ＳＲＣ造） 地上３階地下１階建て 建築設

計（実施設計） 設備設計（実施設計） 

予定価格（税込） ３１，７１０，８００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月１７日（火）午前９時から 

令和４年５月１９日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２０日（金）午前９時から 

令和４年５月２３日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月２４日（火）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／スポーツ施設 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 
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設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月１６日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月１９日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－２２５３－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 大宮ふれあい福祉センター中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市大宮区土手町１丁目２１３番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月７日まで 
概要 延べ面積 4011.19 ㎡ ＲＣ造 地上４階地下１階建て 建築設計（実施設計） 

設備設計（実施設計） 

予定価格（税込） ２７，３２５，１００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月１７日（火）午前９時から 

令和４年５月１９日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２０日（金）午前９時から 

令和４年５月２３日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月２４日（火）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／集会場・コミュニティセンター 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月１６日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月１９日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 
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契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－１６５５－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 上峰コミュニティホール中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市中央区上峰２丁目３番５号 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月７日まで 
概要 延べ面積 316.91 ㎡ ＲＣ造 地上２階建て 建築設計（実施設計） 設備設計

（実施設計） 

予定価格（税込） １１，５７６，４００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年５月１７日（火）午前９時から 

令和４年５月１９日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年５月２０日（金）午前９時から 

令和４年５月２３日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年５月２４日（火）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／集会場・コミュニティセンター 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年５月２日（月）から 

質問受付期間 令和４年５月 ２日（月）午前９時から 
令和４年５月１６日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年５月１９日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第７２６号 
令和４年４月５日付けさいたま市告示第５７５号で告示したさいたま都市計画区域区分に関する公

聴会については、公述申出書の提出がなかったので、さいたま市都市計画公聴会規則（平成１４年さ

いたま市規則第１０１号）第６条の規定により、その開催を中止する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示第７２７号 
令和４年４月５日付けさいたま市告示第５７４号で告示したさいたま都市計画都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針に関する公聴会については、公述申出書の提出がなかったので、さいたま市

都市計画公聴会規則（平成１４年さいたま市規則第１０１号）第６条の規定により、その開催を中止

する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示第７２８号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４６条第１項及び第５３条第１項

本文に規定する指定を次のとおり指定したので、第７８条第１項第１号、第８５条第１項第１号及び

第１１５条の１０第１項第１号の規定により告示する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ 訪問看護ステーションあやめ宮原 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区別所町 1122 番地 28 清水ハイツ 203 
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   株式会社ファーストナース 
エ 申請者住所 東京都港区新橋 2 丁目 12 番 16 号  
オ 代表者   代表取締役  橋本 真奈歩 
カ 指定番号  1166591622 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑵ 訪問看護ステーションあやめ宮原 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区別所町 1122 番地 28 清水ハイツ 203 
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   株式会社ファーストナース 
エ 申請者住所 東京都港区新橋 2 丁目 12 番 16 号  
オ 代表者   代表取締役  橋本 真奈歩 
カ 指定番号  1166591622 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑶ 訪問看護ステーションただいま 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区大字神田 619 番地 グリーンプラザ 203 
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   合同会社Ｗａｌｋ Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ 
エ 申請者住所 埼玉県川口市芝中田 2-28-1  
オ 代表者   代表社員  水口 恵理 
カ 指定番号  1166591630 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑷ 訪問看護ステーションただいま 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区大字神田 619 番地 グリーンプラザ 203 
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   合同会社Ｗａｌｋ Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ 
エ 申請者住所 埼玉県川口市芝中田 2-28-1  
オ 代表者   代表社員  水口 恵理 
カ 指定番号  1166591630 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 
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⑸ ひかり訪問看護ステーション 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3 丁目 337 番地 岸ビル 1 階 
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   メディカルホットライン株式会社 
エ 申請者住所 東京都中央区八重洲 1 丁目 3 番 7 号  

八重洲ファーストフィナンシャルビル 13 階 
オ 代表者   代表取締役  高橋 大輔 
カ 指定番号  1166591648 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑹ ひかり訪問看護ステーション 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3 丁目 337 番地 岸ビル 1 階 
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   メディカルホットライン株式会社 
エ 申請者住所 東京都中央区八重洲 1 丁目 3 番 7 号  

八重洲ファーストフィナンシャルビル 13 階 
オ 代表者   代表取締役  高橋 大輔 
カ 指定番号  1166591648 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑺ 訪問介護リルル 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市南区沼影 1 丁目 6 番 19 号 霜田ビル 3 階 
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   Ｇｒｏｗ株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区沼影 1 丁目 6 番 19 号 霜田ビル 3 階 
オ 代表者   代表取締役  伊藤 将馬 
カ 指定番号  1176519732 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑻ 訪問介護本舗 わげん 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5 丁目 9 番 11 号  
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   合同会社花月庵 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5 丁目 9 番 11 号  
オ 代表者   代表社員  粕谷 健司 
カ 指定番号  1176519740 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑼ ケアプランセンターなごみの栞 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区宮原町 4 丁目 23 番地 7 コーポ中里 101 号室 
イ 事業種別  居宅介護支援 
ウ 申請者   社会福祉法人 悦生会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区別所町 892 番地  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

オ 代表者   理事長  前野 敏朗 
カ 指定番号  1176519757 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑽ リハビリデイサービス nagomi プラス大宮公園店 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 1 丁目 40 番地 2  
イ 事業種別  通所介護 
ウ 申請者   社会福祉法人永寿荘 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字高木字亀田 602 番地 1  
オ 代表者   理事長  永嶋 美喜雄 
カ 指定番号  1176519765 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑾ リハデイ トラストケア桜 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 4 丁目 10 番 5 号  
イ 事業種別  通所介護 
ウ 申請者   株式会社トラストケア 
エ 申請者住所 埼玉県鴻巣市氷川町 46 番地 5  
オ 代表者   代表取締役  馬場 孝夫 
カ 指定番号  1176519773 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７２９号 
介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ 訪問介護リルル 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市南区沼影 1 丁目 6 番 19 号 霜田ビル 3 階 
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   Ｇｒｏｗ株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区沼影 1 丁目 6 番 19 号 霜田ビル 3 階 
オ 代表者   代表取締役  伊藤 将馬 
カ 指定番号  1176519732 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑵ 訪問介護本舗 わげん 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5 丁目 9 番 11 号  
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   合同会社花月庵 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5 丁目 9 番 11 号  
オ 代表者   代表社員  粕谷 健司 
カ 指定番号  1176519740 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑶ 訪問介護本舗 わげん 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5 丁目 9 番 11 号  
イ 事業種別  家事支援型訪問サービス 
ウ 申請者   合同会社花月庵 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5 丁目 9 番 11 号  
オ 代表者   代表社員  粕谷 健司 
カ 指定番号  1176519740 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑷ リハビリデイサービス nagomi プラス大宮公園店 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 1 丁目 40 番地 2  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   社会福祉法人永寿荘 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字高木字亀田 602 番地 1  
オ 代表者   理事長  永嶋 美喜雄 
カ 指定番号  1176519765 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑸ リハデイ トラストケア桜 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 4 丁目 10 番 5 号  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   株式会社トラストケア 
エ 申請者住所 埼玉県鴻巣市氷川町 46 番地 5  
オ 代表者   代表取締役  馬場 孝夫 
カ 指定番号  1176519773 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑹ すてっぷトレーニングセンター岩槻 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区上里 1 丁目 1 番地 53  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   合同会社Ｗｌａｆ 
エ 申請者住所 埼玉県春日部市備後西 3 丁目 5 番 33 号  
オ 代表者   代表社員  福田 直人 
カ 指定番号  11A6500123 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

⑺ 社会福祉法人彩光会 デイサービスセンター恵和園 
ア 事業所住所 埼玉県上尾市大字領家 371-1  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   社会福祉法人彩光会 
エ 申請者住所 埼玉県上尾市大字上野 567 番地  
オ 代表者   理事長  中村 康彦 
カ 指定番号  1171601014 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵電話 ０４８（８２９）１２６５ 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３０号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第７８条の１１第１項第２号及び

第８５条第１項第２号の規定により告示する。 
令和４年５月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 廃止した施設・事業所 

⑴ だんらんの家 指扇  
ア 住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇 1118 番地 36 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 申請者 株式会社夕映え 
エ 申請者住所 埼玉県川越市大字鴨田 994 番地 1 
オ 代表者 代表取締役 金澤 節子 
カ 指定番号 1176512026 
キ 廃止年月日 令和 4 年 3 月 31 日 

⑵ 居宅介護支援事業所 いずみ  
ア 住所 埼玉県さいたま市緑区東浦和 2 丁目 49 番地 12 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 申請者 有限会社早苗興業 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区辻 4 丁目 7 番 4 号 秋本ビル 2F 
オ 代表者 代表取締役 鈴木 廣行 
カ 指定番号 1176508180 
キ 廃止年月日 令和 4 年 3 月 31 日 

⑶ リハビリセンターワン・ステップ辻店  
ア 住所 埼玉県さいたま市南区辻 3 丁目 2 番 25 号 辻レジデンス１０３号 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 申請者 合同会社ＦＯＲＣＡコンサルティング 
エ 申請者住所 埼玉県上尾市柏座一丁目１０番３号７０斉藤ビル２０１号 
オ 代表者 代表社員 小笠原 紀行 
カ 指定番号 1196500761 
キ 廃止年月日 令和 4 年 4 月 4 日 

⑷ リハビリセンターワン・ステップ辻店  
ア 住所 埼玉県さいたま市南区辻 3 丁目 2 番 25 号 辻レジデンス１０３号 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者 合同会社ＦＯＲＣＡコンサルティング 
エ 申請者住所 埼玉県上尾市柏座一丁目１０番３号７０斉藤ビル２０１号 
オ 代表者 代表社員 小笠原 紀行 
カ 指定番号 1176515326 
キ 廃止年月日 令和 4 年 4 月 4 日 

⑸ さいたま市社協ヘルパーステーションおおみや  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

ア 住所 埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 1864 番地 10 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 申請者 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤 9 丁目 30 番 22 号 
オ 代表者 会長 清水 勇人 
カ 指定番号 1176509238 
キ 廃止年月日 令和 4 年 4 月 30 日 

⑹ さいたま市社協ヘルパーステーションおおみや  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区日進町 2 丁目 1864 番地 10 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤 9 丁目 30 番 22 号 
オ 代表者 会長 清水 勇人 
カ 指定番号 1176509238 
キ 廃止年月日 令和 4 年 4 月 30 日 

⑺ リハビリデイサービス nagomi 大宮北店  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 2 丁目 453 番地 1 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 申請者 社会福祉法人 永寿荘 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字高木字亀田 602 番地 1 
オ 代表者 理事長 永嶋 美喜雄 
カ 指定番号 1176510046 
キ 廃止年月日 令和 4 年 4 月 30 日 

⑻ リハビリデイサービス nagomi 大宮北店  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 2 丁目 453 番地 1 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者 社会福祉法人 永寿荘 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字高木字亀田 602 番地 1 
オ 代表者 理事長 永嶋 美喜雄 
カ 指定番号 1176510046 
キ 廃止年月日 令和 4 年 4 月 30 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３１号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す

る。 
令和４年５月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  令和４年度軽自動車税納税通知書 
２ 送達を受ける者の住所及び氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第１係 
⑵  電話 ０４８（８２９）１３８６ 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３２号 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の２第１項の規定により特定生産緑地を指定した

ので、同条第４項の規定に基づき次のとおり告示する。 
令和４年５月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
⑴ 指定一覧 

    別紙のとおり 
⑵ 図面 

別紙のとおり 
⑶ 効力発生日 

    別紙申出基準日のとおり 
  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

 

 

別紙  

 

 

地区数：１地区、面積：約０．０５ｈａ 

番 

号 
位置 

生産緑地 

地区番号 

面積（ha） 

申出基準日 生産緑地 

地区 

新たに特定 
生産緑地に 

指定する区域 

●見沼区 

1 さいたま市見沼区大字南中丸下高井地内 片柳４５号 約 0.05 約 0.05 2022 年 12 月 3 日 

 





 

 

さいたま市告示第７３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき認可した「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の２第１０項の規定

に基づき、次のとおり告示する。 

令和４年５月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  はる野４丁目北自治会 

２ 変更した事項 

⑴  代表者 （省略） 

⑵  住 所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和４年４月１７日 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき認可した「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の２第１０項の規定

に基づき、次のとおり告示する。 

令和４年５月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  生協大谷自治会 

２ 変更した事項 

⑴ 代表者 （省略） 

⑵ 住 所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和４年４月１７日 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３５号 
下記の書類を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条で準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、当該書類については、さいたま市長が保管し、送達を受けるべき者については、管轄の各区

役所高齢介護課にていつでも交付する。 

令和４年５月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達を受けるべき者及び送達する書類 
 別紙のとおり（別紙省略） 
  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３６号 

さいたま市立病院医事業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立病院医事業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和４年１２月１日から令和５年１１月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「その他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 令和２年４月１日以降、病床数４００床以上の埼玉県内の医療機関において、医事業務を一括

して１年以上継続して元請で受託した実績があることを証明した者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 

担当 宮内 電話 ０４８（８７３）４１６８ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月２５日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

⑶ 交付費用 
無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年５月３０日（月）午前９時から午後４時まで 

６ 競争入札参加資格の有無の再確認 
  競争入札参加資格を有しない旨の確認結果を通知された者は、令和４年６月１日（水）までにさ

いたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課に競争入札参加資格の有無の再確認を求めることが

できる。 
７ 現場説明会の実施 
  競争入札参加資格を有すると認めた者に対して、現場説明会を実施する。 
 ⑴ 実施日時 
   令和４年６月７日（火） 
   なお、時刻の指定は競争入札参加資格確認結果通知書の交付時に行う。当該通知書の受領者は

参加時刻を指定することができない。 
 ⑵ 実施場所 
   １⑵に同じ 
 ⑶ 参加人数等 
   参加者は２名以内とし、現場説明会当日に現場説明会参加届を提出すること。 
８ 契約の仕様等の詳細に関する質問の受付 
  競争入札参加資格を有すると認めた者で、業務内容その他の契約の仕様等の明細について質問が

ある場合は質問書を提出することができる。 
 ⑴ 受付場所 
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   ３⑴に同じ 
 ⑵ 受付期間 
   令和４年５月２５日（水）から令和４年６月１０日（金）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
 ⑶ 提出方法 
   持参 
 ⑷ 質問に対する回答の期限及び方法 
   令和４年６月１５日（水）までにＦＡＸにより回答する。 
９ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 競争入札参加資格の確認 

ア 競争入札参加資格を有する旨の確認結果の通知書を持参すること。 
イ 競争入札参加資格を有する旨の確認結果を通知された者であっても、入札時点において２の

要件を満たさない場合は入札に参加することができない。 
⑶ 代理人による入札 

代理人により入札をする場合は、委任状を提出すること。 
⑷ 入札の辞退 

競争入札参加資格を有する旨の確認結果を通知された者であっても、入札を辞退することがで

きる。ただし、入札を辞退する場合は、入札日時までに辞退する旨の書面を提出すること。 
⑸ 独占禁止法等法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）その他の法令に違反する行為を行ってはならない。 
⑹ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月２１日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院本館３階会議室２ 

⑺ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 ⑻ 入札が不調であった場合 

ア 再度入札は１回限りとする。 
イ 初度入札に参加しなかった者及び初度入札で無効とされた者は、再度入札に参加することが

できない。 
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⑼ その他 
  ア 入札の日時に遅刻した者は、入札に参加することができない。 

イ 入札に付した入札書については、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 
⑽ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月２１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
９⑹イに同じ 

⑾ 最低制限価格 
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑿ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札とすべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、

落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⒀ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⒁ 入札事務を担当する課 
さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 

電話 ０４８（８７３）４１６８ ＦＡＸ ０４８（８７４）７６１３ 

１０ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
１１ 委託料の支払方法 
 ⑴ 暦月を単位として、翌月以降受託者の請求に基づき当月分の委託料を支払うものとする。 
 ⑵ 詳細については、落札決定後に落札者と協議する。 
１２ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
⑶ 社会情勢等の変動により、人員配置又は必要経費等を増減すべき事情が発生した場合は、協議

を行う。 
⑷ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課及びホームページにおいて閲

覧できる。 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
 ⑸ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第７３７号 
さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８号）第６条第５項及びさいたま市

個人情報保護条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１９号）第３条に基づき、個人情報取扱事

務に係る届出について次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 個人情報取扱事務開始届出書 
 別紙のとおり（別紙省略）   ２１件 
２ 個人情報取扱事務変更届出書 
 別紙のとおり（別紙省略）  １５２件 
３ 個人情報取扱事務廃止届出書 
 別紙のとおり（別紙省略）   ３１件 
４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所総務局総務部行政透明推進課行政透明推進係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１１１８ 
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さいたま市告示第７３８号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市見沼区大字御蔵字高見７７１番１０ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１０日 
⑶ 指定の番号 第北２２－００２号 

 ⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
 ⑸ 道路の延長 ５２．１６ｍ 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市告示第７３９号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市岩槻区府内四丁目１８２６番１、同番１０、同番１１、同番１３、 
                     １８２７番１、同番２、 
                     １８２８番１、同番２、同番３、 
                     １８２９番１、同番２、同番５、同番６ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１０日 
⑶ 指定の番号 第北２２－００３号 

 ⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
 ⑸ 道路の延長 ５５．６８ｍ 
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さいたま市告示第７４０号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市浦和区大東二丁目７６９番２ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１０日 
⑶ 指定の番号 第南２２－００３号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 １８．４７ｍ 
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さいたま市告示第７４１号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市南区大字太田窪字新田２０００番１１９ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１０日 
⑶ 指定の番号 第南２２－００４号 
⑷ 道路の幅員 ６．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ３８．３０ｍ 
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さいたま市告示第７４２号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市桜区山久保一丁目１５９番１ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１０日 
⑶ 指定の番号 第南２２－００５号 
⑷ 道路の幅員 ４．４０ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ２４．９９ｍ 
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さいたま市告示第７４３号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市桜区大字白鍬字宮腰３７９番１２、３７９番１３、３７９番１４ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１０日 
⑶ 指定の番号 第南２２－００６号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ３１．１６ｍ 
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さいたま市告示第７４４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき認可した「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定に基

づき、次のとおり告示する。 

令和４年５月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

   針ヶ谷四丁目自治会 

２ 変更した事項 

 ⑴ 代表者の氏名及び住所 

    （省略） 

    （省略） 

⑵ 主たる事務所 

（省略） 

３ 変更年月日 

   令和４年３月２６日 
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さいたま市告示第７４５号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和４年５月１７日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

５月 
３日 猫 浦和区高砂 雑種 オス キジトラ １～２ヶ

月 無  

５月 
３日 猫 浦和区高砂 雑種 オス キジトラ １～２ヶ

月 無  

５月 
３日 猫 浦和区高砂 雑種 メス キジトラ １～２ヶ

月 無  

５月 
３日 猫 北区宮原町 雑種 不明 キジトラ ０～７日 無  

５月 
３日 猫 北区宮原町 雑種 不明 キジトラ ０～７日 無  

５月 
３日 猫 北区宮原町 雑種 不明 茶トラ ０～７日 無  

５月 
８日 猫 南区太田窪 雑種 メス 三毛 ５～８歳 無 左耳 V カット 

負傷動物 
５月 

１０日 猫 見沼区東大宮 雑種 不明 キジ白 ０～７日 無  

連絡先 
⑴  担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 
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さいたま市告示第７４６号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市大宮区三橋四丁目１６９番３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 

（省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ３ 年 ９ 月 ２ １ 日 
 第開‐Ｎ２０２１０８７号  
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ０ 日 
 第完‐Ｎ２０２１０８７号  
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さいたま市告示第７４７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市中央区桜丘二丁目１７４８番１、１７４８番４、１７４８番５、１７４８番６、１

７４８番７、１７４８番８、１７４８番９、１７４８番１０、１７４８番１１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
さいたま市浦和区常盤十丁目１５番１６号 

ポラスマイホームプラザ株式会社 代表取締役 中内 啓夫 
３ 許可番号 

 令和４年２月２２日 
 第 開‐Ｓ２０２１０６２ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年５月１０日 
 第 完‐Ｓ２０２１０６２ 号 
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さいたま市告示第７４８号 

屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却

し、同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例（平

成１４年条例第１０９号）第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

⑴ はり札 ７４ 枚 

⑵ 立看板 １０ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係 

⑵ 電話 ０４８（８４０）６１７８ 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 南区 はり札 58 令和4年4月1日
8時30分
から

17時00分
令和4年4月1日 17時00分

2 南区 立看板 4 令和4年4月1日
8時30分
から

17時00分
令和4年4月1日 17時00分

3 桜区 はり札 2 令和4年4月13日
15時00分

から
16時00分

令和4年4月13日 16時00分

4 浦和区 立看板 2 令和4年4月18日
8時30分
から

17時00分
令和4年4月18日 17時00分

5 浦和区 はり札 14 令和4年4月28日
8時30分
から

17時00分
令和4年4月28日 17時00分

6 浦和区 立看板 4 令和4年4月28日
8時30分
から

17時00分
令和4年4月28日 17時00分

7

8 計 はり札 74

9 立看板 10

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和4年5月11日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考



 

 

さいたま市告示第７４９号 

家屋調査用タブレット端末ハードウェア賃貸借 
について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以

下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
家屋調査用タブレット端末ハードウェア賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市役所 

⑶ 数量等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和４年９月１日から令和９年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

【項目２⑴は業務委託の場合が対象 受注希望業務までの資格を求める場合又は物品納入等の場合

は後述 項目２⑵以下は共通】 
⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）    

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の業務種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

担当 家屋・償却資産係 入澤 電話 ０４８（８２９）１５７６ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月２５日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
告示の日から令和４年５月２５日（水）まで（休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年５月３０日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（設定費用等、当該業務に係る経費の全てを含む。

）１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１０日（金）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟第２会議室 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１０日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑶イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

担当 家屋・償却資産係 入澤 電話 ０４８（８２９）１５７６ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部固定資産税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）
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さいたま市告示第７５０号 
令和４年度さいたま市医療未受診・介護サービス未利用者への個別支援事業業務について、次のと

おり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい

う。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
令和４年度さいたま市医療未受診・介護サービス未利用者への個別支援事業業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結日から令和５年３月２４日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に

業務「電算」又は「その他」で登載されていること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けていること。 
⑸ 令和元年度以降に、国（独立行政法人を含む。）、地方公共団体または後期高齢者医療広域連

合と、本件仕様書に示す業務内容及び業務予定件数と種類及び規模をほぼ同じくする保健事業業

務の契約を締結し、履行した実績があること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付方法 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p088477.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月２３日（月）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ（受付期間内必着とする。） 

⑶ 受付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 
担当 介護予防係 電話 ０４８－８２９－１２８６ 

⑷ 提出方法 
郵送 

⑸ 送付先 
４⑶に同じ 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
４⑶に同じ 

 ⑵ 交付方法 
   郵送 

⑶ 交付日 
令和４年５月２４日（火） 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年５月３１日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下第２会議室 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年５月３１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は１回とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 
電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局いきいき長寿推進課 
電話 ０４８（８２９）１２８６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

   要 
⑶ 議決の要否 

   否 
８ その他 
×⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

⑶ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
×⑷ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑸ 詳細は、入札説明書による。 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


 

 

さいたま市告示第７５１号 

地下鉄７号線延伸線地質調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
地下鉄７号線延伸線地質調査業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市岩槻区地内 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和４年１２月２８日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「地質調査」で登載され、かつ、市内に、本店又は本市

との契約権限を有する支店若しくは営業所を有する者であること 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑹ 本入札の告示日において、地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）に基づ

く地質調査業者の登録を受けている者であること。 

⑺ 平成２４年度以降、国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体において、同種同業務を契約

し、誠実に履行した実績を有している者であること。 
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３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 

  鉄道戦略担当  電話 ０４８（８２９）１８７３ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p088216.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月１８日（水）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

 ⑶ 交付費用 

   無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和４年５月２４日（火）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 
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３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

 ⑶ その他 
質問に対する回答を郵送で希望する者は、質問書の提出時において返信用封筒に８４円切手を

貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。  
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 
⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 
⑷ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年５月３０日（月）１４時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室 

⑸ 最低制限価格 
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑺ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年５月３０日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑷イに同じ 
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⑻ 入札回数 
ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 
⑼ 入札の辞退 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができ

る。その際は、入札辞退届を提出すること。 
⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 
⑾ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 
電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑿ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 
電話 ０４８（８２９）１８７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

８ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った

者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
９ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１０ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
１１ その他 

契約条項等は、さいたま市都市戦略本部未来都市推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
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さいたま市告示第７５２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字西遊馬字上サ１４１９番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ７ 日 
 第開－Ｎ２０２１１４１号  
４ 検査済証番号 
令和４年 ５月１１日 
第完－Ｎ２０２１１４１号 
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さいたま市告示第７５３号 

さいたま市区ガイドマップ作成業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市区ガイドマップ作成業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年３月１０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「製作等」で登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 過去５年以内に、本市又は他市町村を契約相手方とする地図作成に係る契約実績（同一契約

で５，０００部以上に限る。）を有する者 

イ 過去５年以内にさいたま市区ガイドマップ作成業務に係る契約実績を有する者 

３ 仕様書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、さいたま市区ガイドマップ作成業務仕様書等１部を交付する

ものとする。なお、郵送による交付を希望する場合は、担当まで連絡すること。その場合の郵送料

は、本入札参加希望者の負担とする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 鈴木、秋庭 電話 ０４８（８２９）１８３４ 
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⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年６月６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 質問の受付及び回答 

本入札の業務等に質問のある場合は、次のとおり電子メールにより受け付けるものとする。質問

の書式は自由とするが、質問事項は電子メールの本文にテキストで記述すること。 

⑴ 受付先 

電子メールアドレス kusei-suishin@city.saitama.lg.jp 

電子メールの表題は「区ガイドマップに関する質問」とすること。 

⑵ 受付期間 

本告示日から令和４年５月３０日（月）正午まで 

⑶ 回答方法等 

令和４年６月１日（水）までに仕様書を交付した全ての業者に対して回答するものとする。 

なお、質問した業者名は非公開とし、電子メールで回答するので、３の仕様書等の交付の際に、

回答の送付を希望する電子メールアドレスを伝えること。 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ ２⑷アを証明する契約書の写し及び成果物 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑵ 交付日時 

令和４年６月２３日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
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７ 競争入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けたものは、令和４年６月２４日（金）午後４時までにさ

いたま市市民局区政推進部に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

８ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。広告の掲載で得られた収入は受託者のものとし、広告収入を差し引いた金額を記

入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときには、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札書に添付する書類 

入札書には、広告収入のわかる収支計画書、企画編集に含まれる主な業務名とその費用及び印

刷製本に係る単価が確認できる内訳書を添付すること。 

⑶ 入札参加資格者の確認 

ア 入札参加資格がある旨の確認通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない

者は、入札に参加できない。 

⑷ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑸ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の確認通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑹ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑺ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年６月２８日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第２入札室 

⑻ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑼ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 
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⑾ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和４年６月２８日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

８⑺イに同じ 

⑿ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

⒀ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⒁ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

９ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

１０ その他 

⑴ 本契約に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 提出された書類は、返却しない。 

⑷ 本入札の手続きに係る一切の経費は、入札参加者の負担とする。 

⑸ 提出された各資料は、特別な事情がない限り再提出は認めない。 
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さいたま市告示第７５４号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入） 
アルファ米（きのこ等具材入り） 外１件 

⑵ 納入場所 
さいたま市大宮区土手町１－２１３－１ さいたま市大宮ふれあい福祉センター外５７箇所 

⑶ 数量 
 ア アルファ米（きのこ等具材入り） １，６１６箱 
 イ アルファ米（白粥） ３５８箱 
⑷ 特質等 

入札説明書のとおり 
⑸ 納入期限 

令和４年１２月１６日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「農・林・水産物」内の営業種目「食料品」又は種目「消防・

安全・災害対策用品」内の営業種目「災害対策品」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との

契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
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⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月２７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年６月３日（金）及び令和４年６月６日（月）午前９時から午後５時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
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税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１５日（水）午後２時１５分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
 ⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第７５５号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
災害用ビスケット 

⑵ 納入場所 
さいたま市西区西大宮１－４９－６ さいたま市立指扇小学校外８２箇所 

⑶ 数量 
  １，０８４箱 
⑷ 特質等 
  入札説明書のとおり 
⑸ 納入期限 

令和５年２月２４日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「農・林・水産物」内の営業種目「食料品」又は種目「消防・

安全・災害対策用品」内の営業種目「災害対策品」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との

契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月２７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年６月３日（金）及び令和４年６月６日（月）午前９時から午後５時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）



 

 

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１５日（水）午後２時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


 

 

さいたま市告示第７５６号 
令和４年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア会場設営等支援業務について、次のとおり一般競

争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６

７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 
令和４年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア会場設営等支援業務 

⑵  履行場所 
さいたま市大宮区天沼町１－８９３ さいたま市大宮消防署外 

⑶  業務概要 
仕様書のとおり 

⑷  履行期間 
契約締結の日から令和４年１１月４日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「イベント・催事」内の営業種目「企画・運営」「会場設営」「

その他のイベント・催事」のいずれかで登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有

する支店若しくは営業所を有している者であること。 
⑵  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷  過去５年間で、都道府県又は政令指定都市が開催した防災訓練の企画及び運営業務を受託し完

了した実績があることを証明した者であること。 
３ 入札説明書の交付等 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。なお、仕様書は貸与する

ものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課 
担当 防災対策係 電話 ０４８（８２９）１１２７ 
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⑵ 交付期間 
本入札の告示日から令和４年５月２６日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
⑷ 仕様書の返却 

    入札説明書のとおり 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  ⑴ 交付方法 
全て郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和４年５月３１日（火）に交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月９日（木）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所消防庁舎３階関係課会議室 

⑶ 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月９日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することはできない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部危機管理課 
電話 ０４８（８２９）１１２８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３６ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課 
電話 ０４８（８２９）１１２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７８ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

     否 
８ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
 ⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
 ⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局危機管理部防災課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第７５７号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区城町二丁目１７２４番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号 
一建設株式会社 代表取締役 堀口 忠美 

３ 許可番号 
令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 
第  変-Ｎ２０２１１０７  号 

４ 検査済証番号 
令 和 ４ 年 ５ 月 １ ２ 日 
第  完-Ｎ２０２１１０７  号 
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さいたま市告示第７５８号 
ＩＣＴ部門における業務継続マネジメント（ＩＣＴ－ＢＣＭ）支援業務について、次のとおり一般

競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１

６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
ＩＣＴ部門における業務継続マネジメント（ＩＣＴ－ＢＣＭ）支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部外 

⑶ 業務概要 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「その他の電算」で登載されている者で

あること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１

）が付与されている者であること。 
⑸ 事業継続マネジメントシステム（ＩＳＯ２２３０１）の認証又は情報セキュリティマネジメン

トシステム（ＩＳＯ２７００１）の認証を取得している者であること。 
⑹ 令和２年度以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体を相手方とした事業継続マ

ネジメント又は情報セキュリティに関するコンサルティングの契約実績を２件以上有する者であ

ること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
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⑴ 交付場所 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

担当 デジタル改革担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p088735.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年５月２７日（金）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。

）を除く午前９時から午後４時まで。ただし、交付最終日は午前９時から正午までとする。） 

⑶ 交付費用 
無償 

 ⑷ 交付方法 
ＣＤ－ＲＯＭ 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
告示の日から令和４年５月２７日（金）まで（持参の場合は、休日を除く午前９時から午後４

時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 
⑶ 受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改

革推進部デジタル改革担当 
⑷ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和４年６月３日（金）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）
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る。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
⑵ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１５日（水）午前１０時１５分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議室棟２階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年６月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 
電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

電話 ０４８（８２９）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

８ 契約手続等 
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⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

  

さいたま市告示一覧（令和４年５月１日から同月１５日まで）
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さいたま市告示第７５９号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を廃止し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 道路廃止の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市南区大字大谷口字細野１２０４番２８ 

⑵ 廃止の年月日 令和４年５月１３日 
⑶ 廃止の番号 第南廃２２－００１号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 １０．３６ｍ 
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さいたま市告示第７６０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字西遊馬字高木２２０５番６、２２０５番７ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 
３ 許可番号 
 令和３年１０月２６日 
 第開－Ｎ２０２１１１５号  
４ 検査済証番号 
令和４年 ５月１２日 
第完－Ｎ２０２１１１５号  
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さいたま市告示第７６１号 

「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づき、

農業振興地域整備計画の変更を行ったので、同法第１３条第４項で準用する同法第１２条第１項の規

定に基づき公告するとともに、同条第２項の規定により当該計画書を次のとおり縦覧に供する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 農用地利用計画の縦覧場所 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 
２ 農用地利用計画の縦覧期間 
  令和４年５月１３日以降常時備え置いてあります。 
３ 連絡先 

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 
電話 ０４８（８２９）１３７７ 
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さいたま市告示第７６２号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。 
 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  後期高齢者医療保険料過誤納金還付兼充当通知書 
２ 送達を受ける者の住所・氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ 期間 
  令和４年５月１３日から令和４年５月１９日まで 
４ その他 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 
５ 連絡先 
 ⑴ 担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係 
 ⑵ 電話 ０４８（８２９）１２７８ 
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さいたま市告示第７６３号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和４年 ５月 ６日 
３ 保管場所及び放置箇所 

⑴ 新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
⑵ 吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

⑶ 大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
⑷ 岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計 ７８台 
６ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
⑵ 電話 ０４８（６５２）８８１２ 
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告示期限　令和４年５月２７日



 

 

さいたま市告示第７６４号 
産学官金連携拠点創出に向けたアクションプラン試行業務について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき告示する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
産学官金連携拠点創出に向けたアクションプラン試行業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市内外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約日から令和５年３月１７日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３年度・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委

託）に業務「その他の計画策定」で登載されていること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４  
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 
担当 新産業育成係 電話 ０４８（８２９）１３７１ 

⑵ 交付期間 
令和４年５月１３日（金）から令和４年５月２６日（木）まで（さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。ただし、交付最終日は午前９時か
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ら正午までとする。） 
⑶ 交付費用 

無償 
⑷ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者は、入札参加申込み及び入札参加資格

の確認審査（以下、「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に定める書類 
⑵ 受付期間 

令和４年５月１３日（金）から令和４年５月２６日（木）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 
⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
⑷ 提出方法 

ア 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により受付期間必着とす

る。） 
イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４  
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し確認審査終了後、競争入札参加資

格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付日時 

令和４年５月２７日（金）午後２時から午後４時まで 
⑵ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないよ

う整えた返信用封筒を添付し、郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす

る。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。なお、落札決定
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に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時  
令和４年６月２日（木）１１時００分 

イ 場所  
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階 小ホール 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時  

令和４年６月２日（木）入札終了後、直ちに行う 
イ 場所  

７⑵イに同じ 
⑷ 入札保証金 

ア 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、本入札において入札保証金の

免除を希望する者は、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規

定に該当する資料（完了検査結果通知等の写し等）と入札保証金免除申請書を提出すること。 
イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を５の通知と合わせて申請者に通知

する。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札参加者等は、くじ

を引くことを辞退することができない。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は、これを無効とする。 
⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市経済局商工観光部経済政策課 
電話 ０４８（８２９）１３６３ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 
電話 ０４８（８２９）１３７１ 

８ 契約手続等 
⑴  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
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⑵ 契約書作成の要否 
要 

⑶ 議決の要否 
否 

９ その他 
⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は入札説明書による。 
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さいたま市告示第７６５号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年５月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市西区大字指扇字鎮守２７５２番１０ 
⑵ 指定の年月日 令和４年５月１３日 
⑶ 指定の番号 第北２２－００４号 

 ⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
 ⑸ 道路の延長 ４２．０１ｍ 
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